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役
員

^

役
員

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長

及
び
監
事
二
人
を
置
く
ほ
か
、
副
理
事
長
一
人
、
常

勤
の
理
事
五
人
以
内
及
び
非
常
勤
の
理
事
八
人
以
内

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条
関

係
）

_

副
理
事
長
及
び
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等

副
理
事
長
は
、理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

機
構
を
代
表
し
、
理
事
長
を
補
佐
し
て
機
構
の
業
務

を
掌
理
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
副
理
事
長
及
び
理

事
の
職
務
及
び
権
限
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を

設
け
る
こ
と
と
し
た
。（
第
八
条
関
係
）

`

役
員
の
任
期

理
事
長
及
び
副
理
事
長
の
任
期
は
四
年
と
し
、
理

事
及
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
九
条
関
係
）

３

業
務
等

^

機
構
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業

務
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
三
条
関
係
）

イ

医
療
の
提
供

ロ

医
療
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

ハ

医
療
に
関
す
る
技
術
者
の
研
修

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る

業
務

_

施
設
別
財
務
書
類

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
施
設
ご
と
に
そ
の
財
務

に
関
す
る
書
類
を
作
成
し
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
厚

生
労
働
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
聴

取
を
経
て
、
一
定
の
期
間
各
事
務
所
及
び
各
施
設
に

備
え
て
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
一
四
条
関
係
）

`

積
立
金
の
処
分

機
構
の
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を

設
け
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
五
条
関
係
）

a

長
期
借
入
金
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

債
券
（
第
一
六
条
〜
第
一
八
条
関
係
）

\

機
構
は
、
施
設
の
設
置
等
に
必
要
な
費
用
に
充

て
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、

長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病

院
機
構
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。）を
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

]

政
府
は
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
機
構
の
長
期
借
入
金
又
は
債
券
に
係

る
債
務
に
つ
い
て
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
た
。

^

機
構
の
長
期
借
入
金
及
び
債
券
の
償
還
計
画
そ

の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

４

雑
則

^

緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
要

求
（
第
一
九
条
関
係
）

\

厚
生
労
働
大
臣
は
、
災
害
が
発
生
し
、
若
し
く

は
ま
さ
に
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
態
又
は
公

衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
が
生
じ
、
若
し
く
は
生
じ

る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、

必
要
な
業
務
の
実
施
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
た
。

]

機
構
は
、
\
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
正
当

な
理
由
が
な
い
限
り
、
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
た
。

_

機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
主
務

省
及
び
主
務
省
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
労
働
大
臣
、

厚
生
労
働
省
及
び
厚
生
労
働
省
令
と
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
二
一
条
関
係
）

`

そ
の
他

医
療
法
そ
の
他
の
法
令
に
つ
い
て
、
機
構
を
国
と

み
な
し
て
準
用
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設

け
る
こ
と
と
し
た
。

５

罰
則

所
要
の
罰
則
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
三

条
関
係
）

６

経
過
措
置
等

^

権
利
義
務
の
承
継
等

機
構
の
成
立
の
際
現
に
国
が
有
す
る
国
立
病
院
及

び
国
立
療
養
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
権
利
及
び
義

務
は
、
一
定
の
も
の
を
除
き
、
機
構
が
承
継
す
る
も

の
と
し
、
承
継
さ
れ
る
一
定
の
資
産
の
価
額
か
ら
承

継
さ
れ
る
一
定
の
負
債
の
価
額
等
を
差
し
引
い
た
額

は
、
政
府
か
ら
機
構
に
対
し
出
資
さ
れ
た
も
の
と
す

る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
五
条
関
係
）

_

業
務
の
特
例

機
構
は
、
３
の
^

の
業
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、

一
定
の
施
設
の
移
譲
、
統
合
又
は
廃
止
に
係
る
業
務

を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
七
条
関
係
）

`

国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
特
別
会
計

国
立
病
院
特
別
会
計
に
つ
い
て
、
国
立
高
度
専
門

医
療
セ
ン
タ
ー
を
経
理
す
る
特
別
会
計
と
し
て
再
編

し
、
名
称
を
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
特
別
会

計
と
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る

こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
一
〇
条
〜
第
一
二
条
関
係
）

a

国
立
病
院
等
の
再
編
成
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
の
廃
止

国
立
病
院
等
の
再
編
成
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
を
廃
止
し
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ

と
と
し
た
。（
附
則
第
一
四
条
及
び
第
一
五
条
関
係
）

b

そ
の
他

厚
生
労
働
省
設
置
法
そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
行
う
ほ
か
、
本
法
の
施
行
に
伴
う
所

要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

７

こ
の
法
律
は
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
に
つ
い
て

は
、
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法（
法
律
第
一
九
一
号
）

（
厚
生
労
働
省
）

１

総
則

^

目
的

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の

名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関

係
）

_

名
称

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法（
以
下「
通

則
法
」
と
い
う
。）の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ

れ
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
国

立
病
院
機
構
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）

`

機
構
の
目
的

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
（
以
下
「
機
構
」

と
い
う
。）は
、
医
療
の
提
供
、
医
療
に
関
す
る
調
査

及
び
研
究
並
び
に
技
術
者
の
研
修
等
の
業
務
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
の
あ
る

疾
病
に
関
す
る
医
療
そ
の
他
の
医
療
で
あ
っ
て
、
国

の
医
療
政
策
と
し
て
機
構
が
担
う
べ
き
も
の
の
向
上

を
図
り
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条

関
係
）

a

特
定
独
立
行
政
法
人

機
構
は
、特
定
独
立
行
政
法
人
と
す
る
と
と
も
に
、

主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
こ
と
と
し
た
。（
第

四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

b

資
本
金

機
構
の
資
本
金
は
、
附
則
の
規
定
に
よ
り
政
府
か

ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
額
と
す
る
ほ
か
、

政
府
は
、予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

機
構
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
、
機
構
は
そ
の
出
資
額
に
よ
り
資
本
金
を
増
加
す

る
も
の
と
し
た
。（
第
六
条
関
係
）

◇
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
法
律

第
一
九
二
号
）（
厚
生
労
働
省
）

特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
き
特
殊
法
人
等
の
廃

止
等
を
定
め
る
「
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
（
平
成

一
三
年
一
二
月
一
九
日
閣
議
決
定
）」の
実
施
の
一
環
と
し

て
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
を

解
散
し
、
そ
の
事
業
並
び
に
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究

所
医
薬
品
医
療
機
器
審
査
セ
ン
タ
ー
及
び
財
団
法
人
医
療

機
器
セ
ン
タ
ー
の
事
業
を
承
継
さ
せ
る
た
め
新
た
に
設
立

す
る
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
つ
い

て
、
以
下
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
を

解
散
し
、
そ
の
設
立
根
拠
法
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、

独
立
行
政
法
人
通
則
法
及
び
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医

療
機
器
総
合
機
構
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
独
立

行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下「
機
構
」

と
い
う
。）の
設
立
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目

的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。

２

機
構
に
、
理
事
長
、
理
事
、監
事
を
置
く
こ
と
と
し
、

そ
の
定
数
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
の
た
め
、
生
物
由
来
製
品
感
染
等
被
害
救
済
制

度
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

４

機
構
を
所
管
す
る
大
臣
は
、
厚
生
労
働
大
臣
と
す
る

こ
と
と
し
た
。

５

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
等

か
ら
機
構
へ
の
事
業
の
承
継
に
伴
う
権
利
義
務
の
承
継

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

６

そ
の
他
、
積
立
金
の
処
分
方
法
、
所
要
の
経
過
措
置

等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

７

機
構
の
設
立
の
期
日
を
平
成
一
六
年
四
月
一
日
と
す

る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

™
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◇
平
成
十
四
年
度
に
お
け
る
特
殊
法
人
の
主
た
る
事
務
所

の
移
転
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令（
政
令
第
三
八
七
号
）

（
文
部
科
学
省
）

平
成
一
四
年
度
に
お
け
る
特
殊
法
人
の
主
た
る
事
務
所

の
移
転
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
一
四
年
法
律
第
五
七
号
）
第
一
条
の
規
定
の
施
行
期
日

は
平
成
一
五
年
一
月
二
七
日
と
し
、
同
法
第
二
条
の
規
定

の
施
行
期
日
は
同
年
三
月
三
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
三
八
八
号
）（
経
済
産
業

省
）

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

期
日
は
、平
成
一
五
年
一
月
一
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
政
令
第
三
八
九
号
）（
経
済
産
業
省
）

１

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
対

象
か
ら
除
か
れ
る
自
動
車
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
条
関
係
）

２

自
動
車
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
に
取
り
外
し
て
再

度
使
用
す
る
架
装
物
装
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
関
係
）

３

自
動
車
製
造
業
者
等
が
解
体
業
者
か
ら
引
き
取
っ
て

再
資
源
化
を
行
う
義
務
が
あ
る
物
品
を
規
定
す
る
こ
と

と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

４

こ
の
政
令
は
、
平
成
一
五
年
一
月
一
一
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令（
政
令
第
三
九
〇
号
）（
環
境
省
）

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施

行
期
日
は
、
平
成
一
五
年
四
月
一
六
日
と
す
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
政
令
第
三
九
一
号
）（
環
境
省
）

１

国
指
定
特
別
保
護
地
区
内
で
環
境
大
臣
が
指
定
す
る

区
域
又
は
都
道
府
県
指
定
特
別
保
護
地
区
で
都
道
府
県

知
事
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
、
鳥
獣
の
保
護
に

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
と
し
て
、
木
竹
以

外
の
植
物
の
採
取
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条

関
係
）

２

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
六
八
条
第
二
項
第
五
号
の

政
令
で
定
め
る
猟
区
管
理
規
程
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
と
し
て
猟
区
設
定
者
の
事
務
所
の
位
置
等

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）

３

猟
区
管
理
規
程
の
変
更
等
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
猟
区
管
理
規
程
の
変
更
の
事
由
又
は
猟
区

の
廃
止
の
事
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条

関
係
）

４

法
第
七
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
変
更
に
認
可

を
要
し
な
い
軽
微
な
事
項
と
し
て
、
猟
区
設
定
者
の
事

務
所
の
位
置
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関

係
）

５

取
締
り
に
従
事
す
る
職
員
の
要
件
と
し
て
、
通
算
し

て
三
年
以
上
鳥
獣
の
保
護
又
は
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
行
政
事
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
る
こ
と
等
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。（
第
五
条
関
係
）

６

こ
の
政
令
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
の
施
行
の
日（
平
成
一
五
年
四
月
一
六
日
）

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

š


